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議案第３８号  

羽生市税条例等の一部を改正する条例  

第１条  羽生市税条例（昭和３０年条例第７号）の一部を次のように

改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「 改 正 前 部 分 」 と 、 改 正 後 の 欄 に あ っ て は 「 改 正 後 部 分 」 と い

う。）については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改  正  後  改  正  前  

（個人の市民税の非課税の範囲）  （個人の市民税の非課税の範囲）  

第２４条  次の各号のいずれかに該当

する者に対しては、市民税（第２号

に該当する者にあっては、第５３条

の２の規定により課する所得割（以

下「 分離 課税 に係 る所 得割 」と い

う。）を除く。）を課さない。ただ

し、法の施行地に住所を有しない者

については、この限りでない。  

第２４条  次の各号のいずれかに該当

する者に対しては、市民税（第２号

に該当する者にあっては、第５３条

の２の規定により課する所得割（以

下「 分離 課税 に係 る所 得割 」と い

う。）を除く。）を課さない。ただ

し、法の施行地に住所を有しない者

については、この限りでない。  

（１）  （略）  （１）  （略）  

（２）  障害者、未成年者、寡婦又

はひとり親（これらの者の前年の

合計所得金額が１２５万円を超え

る場合を除く。）  

（２）  障害者、未成年者、寡婦又

は寡夫（これらの者の前年の合計

所得金額が１２５万円を超える場

合を除く。）  

２  （略）  ２  （略）  

（所得控除）  （所得控除）  

第３４条の２  所得割の納税義務者が

法第３１４条の２第１項各号のいず

れか に掲 げる 者に 該当 する 場合 に

は、同条第１項及び第３項から第１１

項までの規定により雑損控除額、医

療費控除額、社会保険料控除額、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保

第３４条の２  所得割の納税義務者が

法第３１４条の２第１項各号のいず

れか に掲 げる 者に 該当 する 場合 に

は、同条第１項及び第３項から第１２

項までの規定により雑損控除額、医

療費控除額、社会保険料控除額、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保
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険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦控除額、ひとり親

控除額、勤労学生控除額、配偶者控

除額、配偶者特別控除額又は扶養控

除額を、所得割の納税義務者につい

ては、同条第２項、第６項及び第１１

項の規定により基礎控除額をそれぞ

れその者の前年の所得について算定

した総所得金額、退職所得金額又は

山林所得金額から控除する。  

険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、

勤労学生控除額、配偶者控除額、配

偶者特別控除額又は扶養控除額を、

所得割の納税義務者については、同

条第２項、第７項及び第１２項の規

定により基礎控除額をそれぞれその

者の前年の所得について算定した総

所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額から控除する。  

（市民税の申告）  （市民税の申告）  

第３６条の２  第２３条第１項第１号

に掲げる者は、３月１５日までに、

施行規則第５号の４様式（別表）に

よる申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の

６第１項又は第４項の規定により給

与支払報告書又は公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から１

月１日現在において給与又は公的年

金等の支払を受けている者で前年中

において給与所得以外の所得又は公

的年金等に係る所得以外の所得を有

しなかったもの（公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかった者で

社会保険料控除額（令第４８条の９

の７に規定するものを除く。）、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学 生控 除額 、配 偶者 特別 控除 額

（所得税法第２条第１項第３３号の

４に規定する源泉控除対象配偶者に

係 る も の を 除 く 。 ） 若 し く は 法 第

３１４条の２第４項に規定する扶養

控除額の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する

純損失の金額の控除、同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金

額の控除若しくは第３４条の７の規

定により控除すべき金額（以下この

第３６条の２  第２３条第１項第１号

に掲げる者は、３月１５日までに、

施行規則第５号の４様式（別表）に

よる申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の

６第１項又は第４項の規定により給

与支払報告書又は公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から１

月１日現在において給与又は公的年

金等の支払を受けている者で前年中

において給与所得以外の所得又は公

的年金等に係る所得以外の所得を有

しなかったもの（公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかった者で

社会保険料控除額（令第４８条の９

の７に規定するものを除く。）、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学 生控 除額 、配 偶者 特別 控除 額

（所得税法第２条第１項第３３号の

４に規定する源泉控除対象配偶者に

係 る も の を 除 く 。 ） 若 し く は 法 第

３１４条の２第５項に規定する扶養

控除額の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する

純損失の金額の控除、同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金

額の控除若しくは第３４条の７の規

定により控除すべき金額（以下この
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条において「寄附金税額控除額」と

いう。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給

与所得等以外の所得を有しなかった

者」という。）及び第２４条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２

第１項の表の左欄の（２）に掲げる

者を除く。）については、この限り

でない。  

条において「寄附金税額控除額」と

いう。）の控除を受けようとするも

のを除く。以下この条において「給

与所得等以外の所得を有しなかった

者」という。）及び第２４条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２

第１項の表の上欄の（二）に掲げる

者を除く。）については、この限り

でない。  

２～９  （略）  ２～９  （略）  

（現所有者の申告）   

第７４条の３  現所有者（法第３８４

条の３に規定する現所有者をいう。

以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同

じ。）は、現所有者であることを知

った日の翌日から３か月を経過した

日までに次に掲げる事項を記載した

申告書を市長に提出しなければなら

ない。  

 

（１）  土地又は家屋の現所有者の

住所、氏名又は名称、次号に規定

する個人との関係及び個人番号又

は法人番号（個人番号又は法人番

号を 有し ない 者に あっ ては 、住

所、氏名又は名称及び同号に規定

する個人との関係）  

 

（２）  土地又は家屋の所有者とし

て登記簿又は土地補充課税台帳若

しくは家屋補充課税台帳に登記又

は登録がされている個人が死亡し

ている場合における当該個人の住

所及び氏名  

 

（３）  その他市長が固定資産税の

賦課徴収に関し必要と認める事項  

 

（固定資産に係る不申告に関する過

料）  

（固定資産に係る不申告に関する過

料）  

第７５条  固定資産の所有者（法第

３８６条に規定する固定資産の所有

者をいう。）が第７４条若しくは法

第３８３条の規定により、又は現所

第７５条  固定資産の所有者（法第

３８６条に規定する固定資産の所有

者 を い う 。 ） が 第 ７ ４ 条 又 は 法 第

３８３条の規定によって申告すべき
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有者が前条の規定により申告すべき

事項について正当な理由がなくて申

告をしなかった場合には、その者に

対し、１０万円以下の過料を科する。  

事項について正当な理由がなくて申

告をしなかった場合においては、そ

の者に対し、１０万円以下の過料を

科する。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（たばこ税の課税標準）  （たばこ税の課税標準）  

第９４条  （略）  第９４条  （略）  

２  前項の製造たばこ（加熱式たばこ

を除く。）の本数は、紙巻たばこの

本数によるものとし、次の表の左欄

に掲げる製造たばこの本数の算定に

ついては、同欄の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める重量をもっ

て紙巻たばこの１本に換算するもの

とする。ただし、１本当たりの重量

が０．７グラム未満の葉巻たばこの

本数の算定については、当該葉巻た

ばこ の１ 本を もっ て紙 巻た ばこ の

０．７本に換算するものとする。  

２  前項の製造たばこ（加熱式たばこ

を除く。）の本数は、紙巻たばこの

本数によるものとし、次の表の左欄

に掲げる製造たばこの本数の算定に

ついては、同欄の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める重量をもっ

て紙巻たばこの１本に換算するもの

とする。  

表  （略）  表  （略）  

３  （略）  ３  （略）  

４  第２項の表の左欄に掲げる製造た

ばこ（同項ただし書に規定する葉巻

たばこを除く。）の重量を紙巻たば

この本数に換算する場合又は第３項

第１号に掲げる方法により同号に規

定する加熱式たばこの重量を紙巻た

ばこの本数に換算する場合における

計算は、売渡し等に係る製造たばこ

の品目ごとの１個当たりの重量に当

該製造たばこの品目ごとの数量を乗

じて得た重量を第９２条に掲げる製

造たばこの区分ごとに合計し、その

合計重量を紙巻たばこの本数に換算

する方法により行うものとする。  

４  第２項の表の左欄に掲げる製造た

ばこの重量を紙巻たばこの本数に換

算する場合又は第３項第１号に掲げ

る方法により同号に規定する加熱式

たばこの重量を紙巻たばこの本数に

換算する場合における計算は、売渡

し等に係る製造たばこの品目ごとの

１個当たりの重量に当該製造たばこ

の品目ごとの数量を乗じて得た重量

を第９２条に掲げる製造たばこの区

分ごとに合計し、その合計重量を紙

巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。  

５～１０  （略）  ５～１０  （略）  

附  則  附  則  

（延滞金の割合等の特例）  （延滞金の割合等の特例）  

第３条の２  当分の間、第１９条、第

４３条第２項、第４８条第５項、第

第３条の２  当分の間、第１９条、第

４３条第２項、第４８条第５項、第
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５０条第２項、第５３条の１２第２

項、第７２条第２項、第９８条第５

項、第１０１条第２項、第１１１条

第２項（第１１２条の７において準

用する場合を含む。）及び第１１２

条第２項（第１１２条の７において

準用する場合を含む。）に規定する

延滞金の年１４．６パーセントの割

合及 び年 ７． ３パ ーセ ント の割 合

は、これらの規定にかかわらず、各

年の延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（租税特別措置法第９３条第２

項に規定する平均貸付割合をいう。

次項において同じ。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。

以下 この 項に おい て同 じ。 ）が 年

７．３パーセントの割合に満たない

場合には、その年中においては、年

１４．６パーセントの割合にあって

はその年における延滞金特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とし、年７．３パーセン

トの割合にあっては当該延滞金特例

基準割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（当該加算した割合が

年７．３パーセントの割合を超える

場合には、年７．３パーセントの割

合）とする。  

５０条第２項、第５３条の１２第２

項、第７２条第２項、第９８条第５

項、第１０１条第２項、第１１１条

第２項（第１１２条の７において準

用する場合を含む。）及び第１１２

条第２項（第１１２条の７において

準用する場合を含む。）に規定する

延滞金の年１４．６パーセントの割

合及 び年 ７． ３パ ーセ ント の割 合

は、これらの規定にかかわらず、各

年の特例基準割合（当該年の前年に

租税特別措置法第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パー

セン トの 割合 を加 算し た割 合を い

う。以下この条において同じ。）が

年７．３パーセントの割合に満たな

い場合には、その年（以下この条に

おいて「特例基準割合適用年」とい

う。）中においては、年１４．６パ

ーセントの割合にあっては当該特例

基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とし、年７．３パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割

合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３

パー セン トの 割合 を超 える 場合 に

は、年７．３パーセントの割合）と

する。  

２  当分の間、第５２条第１項及び第

４項に規定する延滞金の年７．３パ

ーセントの割合は、これらの規定に

かかわらず、各年の平均貸付割合に

年０．５パーセントの割合を加算し

た割合が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中にお

いては、その年における当該加算し

た割合とする。  

２  当分の間、第５２条第１項及び第

４項に規定する延滞金の年７．３パ

ーセントの割合は、これらの規定に

かかわらず、特例基準割合適用年中

においては、当該特例基準割合適用

年における特例基準割合とする。  

（納 期限 の延 長に 係る 延滞 金の 特

例）  

（納 期限 の延 長に 係る 延滞 金の 特

例）  

第４条  当分の間、日本銀行法（平成 第４条  当分の間、日本銀行法（平成
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９年法律第８９号）第１５条第１項

（第１号に係る部分に限る。）の規

定により定められる商業手形の基準

割引率が年５．５パーセントを超え

て定められる日からその後年５．５

パーセント以下に定められる日の前

日までの期間（当該期間内に前条第

２項の規定により第５２条第１項及

び第４項に規定する延滞金の割合を

前条第２項に規定する加算した割合

とする年に含まれる期間がある場合

には、当該期間を除く。以下この項

において「特例期間」という。）内

（法人税法第７５条の２第１項（同

法第１４４条の８において準用する

場合を含む。）の規定により延長さ

れた法第３２１条の８第１項に規定

する申告書の提出期限又は法人税法

第８１条の２４第１項の規定により

延長された法第３２１条の８第４項

に規定する申告書の提出期限が当該

年５．５パーセント以下に定められ

る日以後に到来することとなる市民

税に係る申告基準日が特例期間内に

到来する場合における当該市民税に

係る第５２条の規定による延滞金に

ついては、当該年５．５パーセント

を超えて定められる日から当該延長

された申告書の提出期限までの期間

内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する市民税に係る第５２条

第１項及び第４項に規定する延滞金

の年７．３パーセントの割合は、こ

れらの規定及び前条第２項の規定に

かかわらず、当該年７．３パーセン

トの割合と当該申告基準日における

当該商業手形の基準割引率のうち年

５．５パーセントの割合を超える部

分の割合を年０．２５パーセントの

割合で除して得た数を年０．７３パー

セントの割合に乗じて計算した割合

９年法律第８９号）第１５条第１項

（第１号に係る部分に限る。）の規

定により定められる商業手形の基準

割引率が年５．５パーセントを超え

て定められる日からその後年５．５

パーセント以下に定められる日の前

日までの期間（当該期間内に前条第

２項の規定により第５２条第１項及

び第４項に規定する延滞金の割合を

前条第２項に規定する特例基準割合

とする年に含まれる期間がある場合

には、当該期間を除く。以下この項

において「特例期間」という。）内

（法人税法第７５条の２第１項（同

法第１４４条の８において準用する

場合を含む。）の規定により延長さ

れた法第３２１条の８第１項に規定

する申告書の提出期限又は法人税法

第８１条の２４第１項の規定により

延長された法第３２１条の８第４項

に規定する申告書の提出期限が当該

年５．５パーセント以下に定められ

る日以後に到来することとなる市民

税に係る申告基準日が特例期間内に

到来する場合における当該市民税に

係る第５２条の規定による延滞金に

ついては、当該年５．５パーセント

を超えて定められる日から当該延長

された申告書の提出期限までの期間

内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する市民税に係る第５２条

第１項及び第４項に規定する延滞金

の年７．３パーセントの割合は、こ

れらの規定及び前条第２項の規定に

かかわらず、当該年７．３パーセン

トの割合と当該申告基準日における

当該商業手形の基準割引率のうち年

５．５パーセントの割合を超える部

分の割合を年０．２５パーセントの

割合で除して得た数を年０．７３パー

セントの割合に乗じて計算した割合
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とを合算した割合（当該合計した割

合が年１２．７７５パーセントの割合

を超える場合には、年１２．７７５

パーセントの割合）とする。  

とを合算した割合（当該合計した割

合が年１２．７７５パーセントの割合

を超える場合には、年１２．７７５

パーセントの割合）とする。  

２  （略）  ２  （略）  

 （読替規定）   （読替規定）  

第１３条  法附則第１５条から第１５

条 の ３の ２ま で、 第 ６ ３条 又は 第

６４条の規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第６１条第８

項中「又は第３４９条の３の４から

第３４９条の５まで」とあるのは、

「若しくは第３４９条の３の４から

第３４９条の５まで又は附則第１５

条から第１５条の３の２まで、第６３

条若しくは第６４条」とする。  

第１３条  法附則第１５条から第１５

条 の ３の ２ま で、 第 ６ １条 又は 第

６２条の規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第６１条第８

項中「又は第３４９条の３の４から

第３４９条の５まで」とあるのは、

「若しくは第３４９条の３の４から

第３４９条の５まで又は附則第１５

条から第１５条の３の２まで、第６１

条若しくは第６２条」とする。  

（法附則第１５条第２項第１号等の

条例で定める割合）  

 （法附則第１５条第２項第１号等の

条例で定める割合）  

第１３条の２  （略）  第１３条の２  （略）  

２～２６  （略）  ２～２６  （略）  

２７  法附則第６４条に規定する市町

村の 条例 で定 める 割合 は、 ０と す

る。  

２７  法附則第６２条に規定する市町

村の 条例 で定 める 割合 は、 ０と す

る。  

（長期譲渡所得に係る個人の市民税

の課税の特例）  

（長期譲渡所得に係る個人の市民税

の課税の特例）  

第１９条  当分の間、所得割の納税義

務 者 が 前 年 中 に 租 税 特 別 措 置 法 第

３１条第１項に規定する譲渡所得を

有する場合には、当該譲渡所得につ

いては、第３３条及び第３４条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の長期譲渡所得の金額

に対し、長期譲渡所得の金額（同法

第３ ３条 の４ 第１ 項若 しく は第 ２

項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項、第

３５条の３第１項又は第３６条の規

定に該当する場合には、これらの規

定の適用により同法第３１条第１項

第１９条  当分の間、所得割の納税義

務 者 が 前 年 中 に 租 税 特 別 措 置 法 第

３１条第１項に規定する譲渡所得を

有する場合には、当該譲渡所得につ

いては、第３３条及び第３４条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の長期譲渡所得の金額

に対し、長期譲渡所得の金額（同法

第３ ３条 の４ 第１ 項若 しく は第 ２

項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項又は

第３ ６条 の規 定に 該当 する 場合 に

は、これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲渡
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に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額とし、

これらの金額につき第３項第１号の

規定により読み替えて適用される第

３４条の２の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額。以下「課

税長期譲渡所得金額」という。）の

１００分の３に相当する金額に相当

する市民税の所得割を課する。  

所得の金額から控除する金額を控除

した金額とし、これらの金額につき

第３項第１号の規定により読み替え

て適用される第３４条の２の規定の

適用がある場合には、その適用後の

金額 。以 下「 課税 長期 譲渡 所得 金

額」という。）の１００分の３に相

当する金額に相当する市民税の所得

割を課する。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（優良住宅地の造成等のために土地

等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例）  

（優良住宅地の造成等のために土地

等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例）  

第１９条の２  （略）  第１９条の２  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  第１項（前項において準用する場

合を含む。）の場合において、所得

割の納税義務者が、その有する土地

等につき、租税特別措置法第３３条

から第３３条の４まで、第３４条か

ら第 ３５ 条の ３ ま で、 第３ ６条 の

２、第３６条の５、第３７条、第３７

条の４から第３７条の６まで、第３７

条の８又は第３７条の９の規定の適

用を受けるときは、当該土地等の譲

渡は、第１項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は前項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲

渡に該当しないものとみなす。  

３  第１項（前項において準用する場

合を含む。）の場合において、所得

割の納税義務者が、その有する土地

等につき、租税特別措置法第３３条

から第３３条の４まで、第３４条か

ら第 ３５ 条の ２ ま で、 第３ ６条 の

２、第３６条の５、第３７条、第３７

条の４から第３７条の６まで、第３７

条の８又は第３７条の９の規定の適

用を受けるときは、当該土地等の譲

渡は、第１項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は前項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲

渡に該当しないものとみなす。  

 （新型コロナウイルス感染症等に係

る徴収猶予の特例に係る手続）  

 （新型コロナウイルス感染症等に係

る徴収猶予の特例に係る手続）  

第２８条  （略）  第２８条  （略）  

 （新型コロナウイルス感染症等に係

る寄附金税額控除の特例）  

 

第２９条  所得割の納税義務者が、新

型コロナウイルス感染症等の影響に

対応するための国税関係法律の臨時

特例に関する法律（令和２年法律第

２５号。次条において「新型コロナ

ウイルス感染症特例法」という。）
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第５条第４項に規定する指定行事の

うち、市長が指定するものの中止若

しくは延期又はその規模の縮小によ

り生じた当該指定行事の入場料金、

参加料金その他の対価の払戻しを請

求する権利の全部又は一部の放棄を

同条第１項に規定する指定期間内に

した場合には、当該納税義務者がそ

の放棄をした日の属する年中に法附

則第６０条第４項に規定する市町村

放棄払戻請求権相当額の法第３１４

条の７第１項第３号に掲げる寄附金

を支出したものとみなして、第３４

条の７の規定を適用する。  

 （新型コロナウイルス感染症等に係

る住 宅借 入金 等特 別税 額控 除の 特

例）  

 

第３０条  所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき新型コロナウイル

ス感染症特例法第６条第４項の規定

の適用を受けた場合における附則第

６条の３の２第１項の規定の適用に

ついては、同項中「令和１５年度」

とあるのは、「令和１６年度」とす

る。  

 

  

第２条  羽生市税条例の一部を次のように改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「 改 正 前 部 分 」 と 、 改 正 後 の 欄 に あ っ て は 「 改 正 後 部 分 」 と い

う。）については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改  正  後  改  正  前  

（納期限後に納付し、又は納入する

税金又は納入金に係る延滞金）  

（納期限後に納付し、又は納入する

税金又は納入金に係る延滞金）  
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第１９条  納税者又は特別徴収義務者

は、第４０条、第４６条、第４６条

の２若しくは第４６条の５（第５３

条の７の２において準用する場合を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ。）、第４７条の４第１項（第４７

条の５第３項において準用する場合

を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ。）、第４８条第１項（法第３２１

条の８第３４項及び第３５項の申告

書に係る部分を除く。）、第５３条

の７、第６７条、第８１条の６第１

項、第８３条第２項、第９８条第１

項若しくは第２項、第１０２条第２

項、第１１１条第１項又は第１１７

条第３項に規定する納期限後にその

税金を納付し、又は納入金を納入す

る場合には、当該税額又は納入金額

にその納期限（納期限の延長のあっ

たときは、その延長された納期限と

する。以下第１号、第２号及び第５

号において同じ。）の翌日から納付

又は納入の日までの期間の日数に応

じ、年１４．６パーセント（次の各

号に掲げる税額の区分に応じ、第１

号から第４号までに掲げる期間並び

に第５号及び第６号に定める日まで

の期間については、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額

に相当する延滞金額を加算した納付

書によって納付し、又は納入書によ

って納入しなければならない。  

第１９条  納税者又は特別徴収義務者

は、第４０条、第４６条、第４６条

の２若しくは第４６条の５（第５３

条の７の２において準用する場合を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ。）、第４７条の４第１項（第４７

条の５第３項において準用する場合

を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ。）、第４８条第１項（法第３２１

条の８第２２項及び第２３項の申告

書に係る部分を除く。）、第５３条

の７、第６７条、第８１条の６第１

項、第８３条第２項、第９８条第１

項若しくは第２項、第１０２条第２

項、第１１１条第１項又は第１１７

条第３項に規定する納期限後にその

税金を納付し、又は納入金を納入す

る場合においては、当該税額又は納

入金額にその納期限（納期限の延長

のあったときは、その延長された納

期限とする。以下第１号、第２号及

び第５号において同じ。）の翌日か

ら納付又は納入の日までの期間の日

数に 応じ 、年 １４ ．６ パー セン ト

（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに掲げる

期間並びに第５号及び第６号に定め

る日までの期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算し

た納付書によって納付し、又は納入

書に よっ て納 入し なけ れば なら な

い。  

（１）～（３）  （略）  （１）～（３）  （略）  

（４）  法第６０１条第３項若しく

は 第 ４項 （こ れらの 規 定を 法第

６０２条第２項及び第６０３条の

２の２第２項において準用する場

合を含む。）、第６０３条第３項

又は第６０３条の２第５項の規定

により徴収を猶予した税額  当該

（４）  法第６０１条第３項若しく

は 第 ４項 （こ れらの 規 定を 法第

６０２条第２項及び第６０３条の

２の２第２項において準用する場

合を含む。）、第６０３条第３項

又は第６０３条の２第５項の規定

によって徴収を猶予した税額  当
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猶予した期間又は当該猶予した期

間の末日の翌日から１か月を経過

する日までの期間  

該猶予した期間又は当該猶予した

期間の末日の翌日から１月を経過

する日までの期間  

（５ ）  第４ ８条 第１ 項の 申告 書

（法第３２１条の８第１項、第２

項又は第３１項の規定による申告

書に限る。）に係る税額（次号に

掲げるものを除く。）  当該税額

に係る納期限の翌日から１か月を

経過する日  

（５ ）  第４ ８条 第１ 項の 申告 書

（法第３２１条の８第１項、第２

項、第４項又は第１９項の規定に

よる申告書に限る。）に係る税額

（次号に掲げるものを除く。）  

当該税額に係る納期限の翌日から

１月を経過する日  

（６ ）  第４ ８条 第１ 項の 申告 書

（法第３２１条の８第３４項及び

第３５項の申告書を除く。）でそ

の提出期限後に提出したものに係

る税額  当該提出した日又はその

日の翌日から１か月を経過する日  

（６ ）  第４ ８条 第１ 項の 申告 書

（法第３２１条の８第２２項及び

第２３項の申告書を除く。）でそ

の提出期限後に提出したものに係

る税額  当該提出した日又はその

日の翌日から１月を経過する日  

（年 当た りの 割合 の基 礎と なる 日

数）  

（年 当た りの 割合 の基 礎と なる 日

数）  

第２０条  前条、第４３条第２項、第

４８条第５項、第５０条第２項、第

５２条第１項、第５３条の１２第２

項、第７２条第２項、第９８条第５

項、第１０１条第２項、第１１１条

第２項並びに第１１２条第２項の規

定に 定め る延 滞金 の額 の計 算に つ

き、これらの規定に定める年当たり

の割合は、閏年の日を含む期間につ

いても、３６５日当たりの割合とす

る。  

第２０条  前条、第４３条第２項、第

４８条第５項、第５０条第２項、第

５２条第１項及び第４項、第５３条

の１２第２項、第７２条第２項、第

９８条第５項、第１０１条第２項、

第１１１条第２項並びに第１１２条

第２項の規定に定める延滞金の額の

計算につき、これらの規定に定める

年当たりの割合は、閏年の日を含む

期間についても、３６５日当たりの

割合とする。  

（市民税の納税義務者等）  （市民税の納付義務者等）  

第２３条  （略）  第２３条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  法人でない社団又は財団で代表者

又は管理人の定めがあり、かつ、令

第４７条に規定する収益事業（以下

この項及び第３１条第２項の表第１

号において「収益事業」という。）

を行うもの（当該社団又は財団で収

益事業を廃止したものを含む。同号

において「人格のない社団等」とい

３  法人でない社団又は財団で代表者

又は管理人の定めがあり、かつ、令

第４７条に規定する収益事業を行う

もの（当該社団又は財団で収益事業

を廃止したものを含む。第３１条第

２項の表の第１号において「人格の

ない社団等」という。）又は法人課

税信託の引受けを行うものは、法人
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う。）又は法人課税信託の引受けを

行うものは、法人とみなして、この

節（第４８条第９項から第１６項ま

でを除く。）の規定中法人の市民税

に関する規定を適用する。  

とみなして、この節（第４８条第１０

項から第１２項までを除く。）の規

定中法人の市民税に関する規定を適

用する。  

（均等割の税率）  （均等割の税率）  

第３１条  （略）  第３１条  （略）  

２  第２３条第１項第３号又は第４号

の者 に対 して 課す る均 等割 の税 率

は、次の表の左欄に掲げる法人の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める額とする。  

２  第２３条第１項第３号又は第４号

の者 に対 して 課す る均 等割 の税 率

は、次の表の左欄に掲げる法人の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める額とする。  

法人の区分  税率  

（１）  次に掲げる法人  

ア～エ  （略）  

オ  資本金等の額（法第

２９２条第１項第４号

の２に規定する資本金

等の額をいう。以下こ

の表及び第４項におい

て同じ。）を有する法

人（法人税法別表第２

に規定する独立行政法

人で収益事業を行わな

いもの及びエに掲げる

法人を除く。以下この

表及び第４項において

同じ。）で資本金等の

額が１，０００万円以

下であるもののうち、

市内に有する事務所、

事業所又は寮等の従業

者（俸給、給料若しく

は賞与又はこれらの性

質を有する給与の支給

を受けることとされる

役員を含む。）の数の

合計数（次号から第９

号までにおいて「従業

者 数 の 合 計 数 」 と い

う。）が５０人以下の

年 額  

５万円  

法人の区分  税率  

（１）  次に掲げる法人  

ア～エ  （略）  

オ  資本金等の額（法第

２９２条第１項第４号

の５に規定する資本金

等の額をいう。以下こ

の表及び第４項におい

て同じ。）を有する法

人（法人税法別表第２

に規定する独立行政法

人で収益事業を行わな

いもの及びエに掲げる

法人を除く。以下この

表及び第４項において

同じ。）で資本金等の

額が１，０００万円以

下であるもののうち、

市内に有する事務所、

事業所又は寮等の従業

者（俸給、給料若しく

は賞与又はこれらの性

質を有する給与の支給

を受けることとされる

役員を含む。）の数の

合計数（次号から第９

号までにおいて「従業

者 数 の 合 計 数 」 と い

う。）が５０人以下の

年 額  

５万円  
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もの  

（２）～（９）  （略）  
 

もの  

（２）～（９）  （略）  
 

３  前項に定める均等割の額は、当該

均等割の額に、法第３１２条第３項

第１号の法人税額の課税標準の算定

期間若しくは同項第２号の期間又は

同項 第３ 号の 期間 中に おい て事 務

所、事業所又は寮等を有していた月

数を乗じて得た額を１２で除して算

定するものとする。この場合におけ

る月数は、暦に従って計算し、１か

月に満たないときは１か月とし、１

か月に満たない端数を生じたときは

切り捨てる。  

３  前項に定める均等割の額は、当該

均等割の額に、法第３１２条第３項

第１号の法人税額の課税標準の算定

期間、同項第２号の連結事業年度開

始の日から６月の期間若しくは同項

第３号の連結法人税額の課税標準の

算定期間又は同項第４号の期間中に

おいて事務所、事業所又は寮等を有

していた月数を乗じて得た額を１２

で除して算定するものとする。この

場合における月数は、暦に従って計

算し、１月に満たないときは１月と

し、１月に満たない端数を生じたと

きは切り捨てる。  

４  （略）  ４  （略）  

（法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付）  

第４８条  市民税を申告納付する義務

がある法人は、法第３２１条の８第

１項、第２項、第３１項、第３４項

及び 第３ ５項 の規 定に よる 申告 書

（第９項、第１０項及び第１２項に

おい て「 納税 申告 書」 とい う。 ）

を、同条第１項、第２項、第３１項

及び第３５項の申告納付にあっては

それぞれこれらの規定による納期限

までに、同条第３４項の申告納付に

あっては遅滞なく市長に提出し、及

びその申告に係る税金又は同条第１

項後段及び第２項後段の規定により

提出があったものとみなされる申告

書に係る税金を施行規則第２２号の

４様式による納付書により納付しな

ければならない。  

第４８条  市民税を申告納付する義務

がある法人は、法第３２１条の８第

１項、第２項、第４項、第１９項、

第２２項及び第２３項の規定による

申告書（第１０項、第１１項及び第

１３項において「納税申告書」とい

う。）を、同条第１項、第２項、第

４項、第１９項及び第２３項の申告

納付にあってはそれぞれこれらの規

定による納期限までに、同条第２２

項の申告納付にあっては遅滞なく市

長に提出し、及びその申告に係る税

金又は同条第１項後段及び第３項の

規定により提出があったものとみな

される申告書に係る税金を施行規則

第２２号の４様式による納付書によ

り納付しなければならない。  

２  法の施行地に本店又は主たる事務

所若しくは事業所を有する法人（以

下この条において「内国法人」とい

う。）が、租税特別措置法第６６条

の７第４項及び第１０項の規定の適

用を受ける場合には、法第３２１条

２  法の施行地に本店又は主たる事務

所若しくは事業所を有する法人（以

下この条において「内国法人」とい

う。）が、租税特別措置法第６６条

の７第５項及び第１１項又は第６８

条の９１第４項及び第１０項の規定
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の８第３６項及び令第４８条の１２

の２の規定により控除すべき額を前

項の規定により申告納付すべき法人

税割額から控除する。  

の適用を受ける場合には、法第３２１

条の８第２４項及び令第４８条の１２

の２の規定により控除すべき額を前

項の規定により申告納付すべき法人

税割額から控除する。  

３  内国法人が、租税特別措置法第

６６条の９の３第３項及び第９項の

規定の適用を受ける場合には、法第

３２１条の８第３７項及び令第４８

条の１２の３の規定により控除すべ

き額を第１項の規定により申告納付

すべき法人税割額から控除する。  

３  内国法人が、租税特別措置法第

６６条の９の３第４項及び第１０項

又は第６８条の９３の３第４項及び

第１０項の規定の適用を受ける場合

には、法第３２１条の８第２５項及

び令第４８条の１２の３の規定によ

り控除すべき額を第１項の規定によ

り申告納付すべき法人税割額から控

除する。  

４  内国法人又は外国法人が、外国の

法人税等を課された場合には、法第

３２１条の８第３８項及び令第４８

条の１３の規定により控除すべき額

を第１項の規定により申告納付すべ

き法人税割額から控除する。  

４  内国法人又は外国法人が、外国の

法人税等を課された場合には、法第

３２１条の８第２６項及び令第４８

条の１３の規定により控除すべき額

を第１項の規定により申告納付すべ

き法人税割額から控除する。  

５  法第３２１条の８第３４項に規定

する申告書（同条第３３項の規定に

よる申告書を含む。以下この項にお

いて同じ。）に係る税金を納付する

場合には、当該税額に、当該税金に

係る同条第１項、第２項又は第３１

項の納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限とす

る。第７項第１号において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、当該税額に年１４．６パ

ーセント（申告書を提出した日（同

条第３５項の規定の適用がある場合

において、当該申告書がその提出期

限前に提出されたときは、当該提出

期限）までの期間又はその期間の末

日の翌日から１か月を経過する日ま

での期間については、年７．３パー

セント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金を加算して施行

規則第２２号の４様式による納付書

５  法第３２１条の８第２２項に規定

する申告書（同条第２１項の規定に

よる申告書を含む。以下この項にお

いて同じ。）に係る税金を納付する

場合には、当該税額に、当該税金に

係る同条第１項、第２項、第４項又

は第１９項の納期限（納期限の延長

があったときは、その延長された納

期限とする。第７項第１号において

同じ。）の翌日から納付の日までの

期 間 の 日 数 に 応 じ 、 当 該 税 額 に 年

１４．６パーセント（申告書を提出

した日（同条第２３項の規定の適用

がある場合において、当該申告書が

その 提出 期限 前に 提出 され たと き

は、当該提出期限）までの期間又は

その期間の末日の翌日から１か月を

経過する日までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金を

加算して施行規則第２２号の４様式
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により納付しなければならない。  による納付書により納付しなければ

ならない。  

６  前項の場合において、法人が法第

３２１条の８第１項、第２項又は第

３１項に規定する申告書を提出した

日（当該申告書がその提出期限前に

提出された場合には、当該申告書の

提出期限）の翌日から１年を経過す

る日後に同条第３４項に規定する申

告書を提出したときは、詐偽その他

不正の行為により市民税を免かれた

法人が法第３２１条の１１第１項又

は第３項の規定による更正があるべ

きことを予知して当該申告書を提出

した場合を除き、当該１年を経過す

る日の翌日から当該申告書を提出し

た日（法第３２１条の８第３５項の

規定の適用がある場合において、当

該申告書がその提出期限前に提出さ

れた とき は、 当該 申告 書の 提出 期

限）までの期間は、延滞金の計算の

基礎となる期間から控除する。  

６  前項の場合において、法人が法第

３２１条の８第１項、第２項、第４

項又は第１９項に規定する申告書を

提出した日（当該申告書がその提出

期限前に提出された場合には、当該

申告書の提出期限）の翌日から１年

を経過する日後に同条第２２項に規

定する申告書を提出したときは、詐

偽その他不正の行為により市民税を

免かれた法人が法第３２１条の１１

第１項又は第３項の規定による更正

があるべきことを予知して当該申告

書を提出した場合を除き、当該１年

を経過する日の翌日から当該申告書

を提出した日（法第３２１条の８第

２３項の規定の適用がある場合にお

いて、当該申告書がその提出期限前

に提出されたときは、当該申告書の

提出期限）までの期間は、延滞金の

計算 の基 礎と なる 期間 から 控除 す

る。  

７  第５項の場合において、法第３２１

条の ８第 ３４ 項 に 規定 する 申告 書

（以 下こ の項 にお い て 「修 正申 告

書」という。）の提出があったとき

（当該修正申告書に係る市民税につ

いて同条第１項、第２項又は第３１

項に規定する申告書（以下この項に

おいて「当初申告書」という。）が

提出されており、かつ、当該当初申

告書の提出により納付すべき税額を

減少させる更正（これに類するもの

を含む。以下この項において「減額

更正」という。）があった後に、当

該修正申告書が提出されたときに限

る。）は、当該修正申告書の提出に

より納付すべき税額（当該当初申告

書に係る税額（還付金の額に相当す

る税額を含む。）に達するまでの部

７  第５項の場合において、法第３２１

条の ８第 ２２ 項 に 規定 する 申告 書

（以 下こ の項 にお いて 「修 正申 告

書」という。）の提出があったとき

（当該修正申告書に係る市民税につ

いて同条第１項、第２項、第４項又

は第１９項に規定する申告書（以下

この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当

該当初申告書の提出により納付すべ

き税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項におい

て「減額更正」という。）があった

後に、当該修正申告書が提出された

ときに限る。）は、当該修正申告書

の提出により納付すべき税額（当該

当初申告書に係る税額（還付金の額

に相当する税額を含む。）に達する
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分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間（詐偽その他不正の行

為により市民税を免れた法人が法第

３２１条の１１第１項又は第３項の

規定による更正があるべきことを予

知して提出した修正申告書に係る市

民税又は令第４８条の１６の２第３

項に規定する市民税にあっては、第

１号に掲げる期間に限る。）を延滞

金の計算の基礎となる期間から控除

する。  

ま で の 部 分 に 相 当 す る 税 額 に 限

る。）については、前項の規定にか

かわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れ

た法人が法第３２１条の１１第１項

又は第３項の規定による更正がある

べきことを予知して提出した修正申

告書に係る市民税又は令第４８条の

１６の２第３項に規定する市民税に

あっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。  

（１）  （略）  （１）  （略）  

（２）  当該減額更正の通知をした

日（当該減額更正が、更正の請求

に基づくもの（法人税に係る更正

によるものを除く。）である場合

又は法人税に係る更正（法人税に

係る更正の請求に基づくものに限

る 。 ） に よ る も の で あ る 場 合 に

は、当該減額更正の通知をした日

の翌日から起算して１年を経過す

る日）の翌日から当該修正申告書

を提出した日（法第３２１条の８

第３５項の規定の適用がある場合

において、当該修正申告書がその

提出期限前に提出されたときは、

当該修正申告書の提出期限）まで

の期間  

（２）  当該減額更正の通知をした

日（当該減額更正が、更正の請求

に基づくもの（法人税に係る更正

によるものを除く。）である場合

又は法人税に係る更正（法人税に

係る更正の請求に基づくものに限

る 。 ） に よ る も の で あ る 場 合 に

は、当該減額更正の通知をした日

の翌日から起算して１年を経過す

る日）の翌日から当該修正申告書

を提出した日（法第３２１条の８

第２３項の規定の適用がある場合

において、当該修正申告書がその

提出期限前に提出されたときは、

当該修正申告書の提出期限）まで

の期間  

８  （略）  ８  （略）  

 ９  法人税法第８１条の２２第１項の

規定により法人税に係る申告書を提

出する義務がある法人で同法第８１

条の２４第１項の規定の適用を受け

ているものが、同条第４項の規定の

適用を受ける場合には、当該法人及

び当該法人との間に連結完全支配関

係（同法第２条第１２号の７の７に

規定する連結完全支配関係をいう。

第５０条第３項及び第５２条第４項

において同じ。）がある連結子法人
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（同法第２条第１２号の７に規定す

る連結子法人をいう。第５０条第３

項及 び第 ５２ 条第 ４項 にお いて 同

じ。）（連結申告法人（同法第２条

第１６号に規定する連結申告法人を

いう 。第 ５２ 条第 ４項 にお いて 同

じ。）に限る。）については、同法

第８１条の２４第４項の規定の適用

に係る当該申告書に係る連結法人税

額（法第３２１条の８第４項に規定

する連結法人税額をいう。以下この

項及 び第 ５２ 条第 ４項 にお いて 同

じ。）の課税標準の算定期間（当該

法人の連結事業年度に該当する期間

に限る。第５２条第４項において同

じ。）に限り、当該連結法人税額に

係る個別帰属法人税額を課税標準と

して算定した法人税割額及びこれと

併せて納付すべき均等割額について

は、当該連結法人税額について法人

税法第８１条の２４第１項の規定の

適用がないものとみなして、第１８

条の２の規定を適用することができ

る。  

９  法第３２１条の８第５２項に規定

する特定法人である内国法人は、第

１項の規定により、納税申告書によ

り行うこととされている法人の市民

税の申告については、同項の規定に

かかわらず、同条第５２項及び施行

規則で定めるところにより、納税申

告書に記載すべきものとされている

事項 （次 項及 び 第 １１ 項に おい て

「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方

税関係手続用電子情報処理組織を使

用し、かつ、地方税共同機構（第１１

項において「機構」という。）を経

由して行う方法により市長に提供す

ることにより、行わなければならな

い。  

１０  法第３２１条の８第４２項に規

定する特定法人である内国法人は、

第１項の規定により、納税申告書に

より行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定

にかかわらず、同条第４２項及び施

行規則で定めるところにより、納税

申告書に記載すべきものとされてい

る事項（次項及び第１２項において

「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方

税関係手続用電子情報処理組織を使

用し、かつ、地方税共同機構（第１２

項において「機構」という。）を経

由して行う方法により市長に提供す

ることにより、行わなければならな

い。  
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１０  （略）  １１  （略）  

１１  第９項の規定により行われた同

項の申告は、申告書記載事項が法第

７６２条第１号の機構の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。）

に備えられたファイルへの記録がさ

れた時に同項に規定する市長に到達

したものとみなす。  

１２  第１０項の規定により行われた

同項の申告は、申告書記載事項が法

第７６２条第１号の機構の使用に係

る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含

む。）に備えられたファイルへの記

録がされた時に同項に規定する市長

に到達したものとみなす。  

１２  第９項の内国法人が、電気通信

回線の故障、災害その他の理由によ

り地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用することが困難であると認

められる場合で、かつ、同項の規定

を適用しないで納税申告書を提出す

ることができると認められる場合に

おいて、同項の規定を適用しないで

納税申告書を提出することについて

市長の承認を受けたときは、当該市

長が指定する期間内に行う同項の申

告については、前３項の規定は、適

用しない。法人税法第７５条の５第

２項の申請書を同項に規定する納税

地の所轄税務署長に提出した第９項

の内国法人が、当該税務署長の承認

を受け、又は当該税務署長の却下の

処分を受けていない旨を記載した施

行規則で定める書類を、納税申告書

の提出期限の前日までに、又は納税

申告書に添付して当該提出期限まで

に、市長に提出した場合における当

該税務署長が指定する期間内に行う

同項 の申 告に つい ても 、同 様と す

る。  

１３  第１０項の内国法人が、電気通

信回線の故障、災害その他の理由に

より地方税関係手続用電子情報処理

組織を使用することが困難であると

認められる場合で、かつ、同項の規

定を適用しないで納税申告書を提出

することができると認められる場合

において、同項の規定を適用しない

で納税申告書を提出することについ

て市長の承認を受けたときは、当該

市長が指定する期間内に行う同項の

申告については、前３項の規定は、

適用しない。法人税法第７５条の４

第２項の申請書を同項に規定する納

税地の所轄税務署長に提出した第１０

項の内国法人が、当該税務署長の承

認を受け、又は当該税務署長の却下

の処分を受けていない旨を記載した

施行規則で定める書類を、納税申告

書の提出期限の前日までに、又は納

税申告書に添付して当該提出期限ま

でに、市長に提出した場合における

当該税務署長が指定する期間内に行

う同項の申告についても、同様とす

る。  

１３  （略）  １４  （略）  

１４  第１２項の規定の適用を受けて

いる内国法人は、第９項の申告につ

き第１２項の規定の適用を受けるこ

とをやめようとするときは、その旨

その他施行規則で定める事項を記載

した届出書を市長に提出しなければ

ならない。  

１５  第１３項の規定の適用を受けて

いる内国法人は、第１０項の申告に

つき第１３項の規定の適用を受ける

ことをやめようとするときは、その

旨その他施行規則で定める事項を記

載した届出書を市長に提出しなけれ

ばならない。  
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１５  第１２項前段の規定の適用を受

けている内国法人につき、法第３２１

条の８第６１項の処分又は前項の届

出書の提出があったときは、これら

の処分又は届出書の提出があった日

の翌日以後の第１２項前段の期間内

に行う第９項の申告については、第

１２項前段の規定は、適用しない。

ただし、当該内国法人が、同日以後

新たに同項前段の承認を受けたとき

は、この限りでない。  

１６  第１３項前段の規定の適用を受

けている内国法人につき、法第３２１

条の８第５１項の処分又は前項の届

出書の提出があったときは、これら

の処分又は届出書の提出があった日

の翌日以後の第１３項前段の期間内

に行う第１０項の申告については、

第１ ３項 前段 の規 定は 、適 用し な

い。ただし、当該内国法人が、同日

以後新たに同項前段の承認を受けた

ときは、この限りでない。  

１６  第１２項後段の規定の適用を受

けている内国法人につき、第１４項

の届出書の提出又は法人税法第７５

条の５第３項若しくは第６項の処分

があったときは、これらの届出書の

提出又は処分があった日の翌日以後

の第１２項後段の期間内に行う第９

項の申告については、第１２項後段

の規定は、適用しない。ただし、当

該内国法人が、同日以後新たに同項

後段の書類を提出したときは、この

限りでない。  

１７  第１３項後段の規定の適用を受

けている内国法人につき、第１５項

の届出書の提出又は法人税法第７５

条の４第３項若しくは第６項（同法

第８１条の２４の３第２項において

準用する場合を含む。）の処分があ

ったときは、これらの届出書の提出

又は処分があった日の翌日以後の第

１３項後段の期間内に行う第１０項

の申告については、第１３項後段の

規定は、適用しない。ただし、当該

内国法人が、同日以後新たに同項後

段の書類を提出したときは、この限

りでない。  

（法人の市民税に係る不足税額の納

付の手続）  

（法人の市民税に係る不足税額の納

付の手続）  

第５０条  （略）  第５０条  （略）  

２  前項の場合においては、その不足

税額に法第３２１条の８第１項、第

２項又は第３１項の納期限（同条第

３５項の申告納付に係る法人税割に

係る不足税額がある場合には、同条

第１項又は第２項の納期限とし、納

期限の延長があった場合には、その

延長された納期限とする。第４項第

１号において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、年

１４．６パーセント（前項の納期限

までの期間又は当該納期限の翌日か

ら１か月を経過する日までの期間に

２  前項の場合においては、その不足

税額に法第３２１条の８第１項、第

２項、第４項又は第１９項の納期限

（同条第２３項の申告納付に係る法

人税割に係る不足税額がある場合に

は、同条第１項、第２項又は第４項

の納期限とし、納期限の延長があっ

た場合には、その延長された納期限

とす る。 第４ 項第 １号 にお いて 同

じ。）の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、年１４．６パーセ

ント（前項の納期限までの期間又は

当該納期限の翌日から１月を経過す
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ついては、年７．３パーセント）の

割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付しなけれ

ばならない。  

る日までの期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない。  

３  前項の場合において、法第３２１

条の１１第１項又は第３項の規定に

よる更正の通知をした日が法第３２１

条の８第１項、第２項又は第３１項

に規定する申告書を提出した日（当

該申告書がその提出期限前に提出さ

れた場合には、当該申告書の提出期

限）の翌日から１年を経過する日後

であるときは、詐偽その他不正行為

により市民税を免れた場合を除き、

当該１年を経過する日の翌日から当

該通知をした日（法人税に係る修正

申告書を提出し、又は法人税に係る

更正若しくは決定がされたことによ

る更正に係るものにあっては、当該

修正申告書を提出した日又は国の税

務官署が更正若しくは決定の通知を

した日）までの期間は、延滞金の計

算の基礎となる期間から控除する。  

３  前項の場合において、法第３２１

条の１１第１項又は第３項の規定に

よる更正の通知をした日が法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項又は

第１９項に規定する申告書を提出し

た日（当該申告書がその提出期限前

に提出された場合には、当該申告書

の提出期限）の翌日から１年を経過

する日後であるときは、詐偽その他

不正行為により市民税を免れた場合

を除き、当該１年を経過する日の翌

日から当該通知をした日（法人税に

係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定がされた

こと（同条第２項又は第４項に規定

する申告書を提出すべき法人が連結

子法人の場合には、当該連結子法人

との間に連結完全支配関係がある連

結親法人（法人税法第２条第１２号

の６の７に規定する連結親法人をい

う。以下この項において同じ。）若

しくは連結完全支配関係があった連

結親法人が法人税に係る修正申告書

を提出し、又は法人税に係る更正若

しくは決定を受けたこと。次項第２

号において同じ。）による更正に係

るものにあっては、当該修正申告書

を提出した日又は国の税務官署が更

正若しくは決定の通知をした日）ま

での期間は、延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。  

４  第２項の場合において、納付すべ

き税額を増加させる更正（これに類

するものを含む。以下この項におい

て「増額更正」という。）があった

とき（当該増額更正に係る市民税に

ついて法第３２１条の８第１項、第

４  第２項の場合において、納付すべ

き税額を増加させる更正（これに類

するものを含む。以下この項におい

て「増額更正」という。）があった

とき（当該増額更正に係る市民税に

ついて法第３２１条の８第１項、第
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２項又は第３１項に規定する申告書

（以 下こ の項 にお いて 「当 初申 告

書」という。）が提出されており、

かつ、当該当初申告書の提出により

納付 すべ き税 額を 減少 させ る更 正

（これに類するものを含む。以下こ

の 項 に お い て 「 減 額 更 正 」 と い

う。）があった後に、当該増額更正

があったときに限る。）は、当該増

額更正により納付すべき税額（当該

当初申告書に係る税額（還付金の額

に相当する税額を含む。）に達する

ま で の 部 分 に 相 当 す る 税 額 に 限

る。）については、前項の規定にか

かわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れ

た法人についてされた当該増額更正

により納付すべき市民税又は令第４８

条の１５の５第４項に規定する市民

税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。  

２項、第４項又は第１９項に規定す

る申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されて

おり、かつ、当該当初申告書の提出

により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものを含む。以

下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該増額更正

があったときに限る。）は、当該増

額更正により納付すべき税額（当該

当初申告書に係る税額（還付金の額

に相当する税額を含む。）に達する

ま で の 部 分 に 相 当 す る 税 額 に 限

る。）については、前項の規定にか

かわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れ

た法人についてされた当該増額更正

により納付すべき市民税又は令第４８

条の１５の５第４項に規定する市民

税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。  

（１）・（２）  （略）  （１）・（２）  （略）  

（法人の市民税に係る納期限の延長

の場合の延滞金）  

（法人の市民税に係る納期限の延長

の場合の延滞金）  

第５２条  （略）  第５２条  （略）  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

 ４  法人税法第８１条の２２第１項の

規定により法人税に係る申告書を提

出する義務がある法人で同法第８１

条の２４第１項の規定の適用を受け

ているもの及び当該法人との間に連

結完 全支 配関 係が ある 連結 子法 人

（連結申告法人に限る。）は、当該

申告書に係る連結法人税額の課税標

準の算定期間でその適用に係るもの

の連結所得（同法第２条第１８号の

４に規定する連結所得をいう。）に

対する連結法人税額に係る個別帰属

法人税額を課税標準として算定した

法人税割額及びこれと併せて納付す
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べき均等割額を納付する場合には、

当該税額に、当該連結法人税額の課

税標準の算定期間の末日の翌日以後

２か月を経過した日から同項の規定

により延長された当該申告書の提出

期限 まで の期 間の 日数 に応 じ、 年

７．３パーセントの割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加

算して納付しなければならない。  

 ５  第４８条第７項の規定は、前項の

延滞金額について準用する。この場

合において、同条第７項中「前項の

規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民

税を免れた法人が法第３２１条の１１

第１項又は第３項の規定による更正

があるべきことを予知して提出した

修正申告書に係る市民税又は令第４８

条の１６の２第３項に規定する市民

税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）」とあるのは、「当該当

初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があった日（その日が第５２

条第４項の連結法人税額の課税標準

の算定期間の末日の翌日以後２か月

を経 過し た日 より 前で ある 場合 に

は、同日）から第５２条第４項の申

告書の提出期限までの期間」と読み

替えるものとする。  

 ６  第５０条第４項の規定は、第４項

の延滞金額について準用する。この

場合において、同条第４項中「前項

の規定にかかわらず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた法人についてされた当

該増額更正により納付すべき市民税

又は令第４８条の１５の５第４項に

規定する市民税にあっては、第１号

に掲げる期間に限る。）」とあるの

は、「当該当初申告書の提出により

納付 すべ き税 額の 納付 があ った 日
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（その日が第５２条第４項の連結法

人税額の課税標準の算定期間の末日

の翌日以後２か月を経過した日より

前である場合には、同日）から同条

第４項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。  

（たばこ税の課税標準）  （たばこ税の課税標準）  

第９４条  （略）  第９４条  （略）  

２  前項の製造たばこ（加熱式たばこ

を除く。）の本数は、紙巻たばこの

本数によるものとし、次の表の左欄

に掲げる製造たばこの本数の算定に

ついては、同欄の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める重量をもっ

て紙巻たばこの１本に換算するもの

とする。ただし、１本当たりの重量

が１グラム未満の葉巻たばこの本数

の算定については、当該葉巻たばこ

の１本をもって紙巻たばこの１本に

換算するものとする。  

２  前項の製造たばこ（加熱式たばこ

を除く。）の本数は、紙巻たばこの

本数によるものとし、次の表の左欄

に掲げる製造たばこの本数の算定に

ついては、同欄の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める重量をもっ

て紙巻たばこの１本に換算するもの

とする。ただし、１本当たりの重量

が０．７グラム未満の葉巻たばこの

本数の算定については、当該葉巻た

ばこ の１ 本を もっ て紙 巻た ばこ の

０．７本に換算するものとする。  

表  （略）  表  （略）  

３～１０  （略）  ３～１０  （略）  

附  則  附  則  

（延滞金の割合等の特例）  （延滞金の割合等の特例）  

第３条の２  （略）  第３条の２  （略）  

２  当分の間、第５２条第１項に規定

する延滞金の年７．３パーセントの

割合 は、 これ らの 規定 にか かわ ら

ず、各年の平均貸付割合に年０．５

パーセントの割合を加算した割合が

年７．３パーセントの割合に満たな

い場合には、その年中においては、

その年における当該加算した割合と

する。  

２  当分の間、第５２条第１項及び第

４項に規定する延滞金の年７．３パ

ーセントの割合は、これらの規定に

かかわらず、各年の平均貸付割合に

年０．５パーセントの割合を加算し

た割合が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中にお

いては、その年における当該加算し

た割合とする。  

  

 （羽生市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第３条  羽生市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年条例第１８

号）の一部を次のように改正する。  
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第１条中第２４条の改正を次のように改める。  

（個人の市民税の非課税の範囲）  （個人の市民税の非課税の範囲）  

第２４条  次の各号のいずれかに該当

する者に対しては、市民税（第２号

に該当する者にあっては、第５３条

の２の規定により課する所得割（以

下「分離課税に係る所得割」とい

う。）を除く。）を課さない。ただ

し、法の施行地に住所を有しない者

については、この限りでない。  

第２４条  次の各号のいずれかに該当

する者に対しては、市民税（第２号

に該当する者にあっては、第５３条

の２の規定により課する所得割（以

下「分離課税に係る所得割」とい

う。）を除く。）を課さない。ただ

し、法の施行地に住所を有しない者

については、この限りでない。  

（１）  （略）  （１）  （略）  

（２）  障害者、未成年者、寡婦又

は寡夫（これらの者の前年の合計

所得金額が１３５万円を超える場

合を除く。）  

（２）  障害者、未成年者、寡婦又

は寡夫（これらの者の前年の合計

所得金額が１２５万円を超える場

合を除く。）  

２  法の施行地に住所を有する者で均

等割のみを課すべきもののうち、前

年の合計所得金額が２８万円にその

者の同一生計配偶者及び扶養親族の

数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１０万円を加算した金額（その者

が同一生計配偶者又は扶養親族を有

する場合には、当該金額に１６万

８，０００円を加算した金額）以下

である者に対しては、均等割を課さ

ない。  

２  法の施行地に住所を有する者で均

等割のみを課すべきもののうち、前

年の合計所得金額が２８万円にその

者の同一生計配偶者及び扶養親族の

数に１を加えた数を乗じて得た金額

（その者が同一生計配偶者又は扶養

親族を有する場合には、当該金額に

１６万８，０００円を加算した金

額）以下である者に対しては、均等

割を課さない。  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）  第１条中羽生市税条例第９４条第２項の規定及び同条第４

項の規定並びに附則第６条の規定  令和２年１０月１日  

（２）  第１条中羽生市税条例第２４条第１項第２号、第３４条の

２及び第３６条の２第１項の規定並びに同条例附則第３条の２、

第４条第１項、第１３条、第１３条の２、第２９条及び第３０条

の規定並びに次条及び附則第３条の規定  令和３年１月１日  
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（３）  第２条中羽生市税条例第９４条第２項の規定及び附則第７

条の規定  令和３年１０月１日  

（４）  第２条（前号に掲げる規定を除く。）及び附則第４条の規

定  令和４年４月１日  

（５）  第１条中羽生市税条例附則第１９条第１項及び第１９条の

２第３項の規定  土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年

法律第１２号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日の属す

る年の翌年の１月１日  

（延滞金に関する経過措置）  

第２条  第１条の規定による改正後の羽生市税条例（以下「新条例」

という。）附則第３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施

行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間

に対応する延滞金については、なお従前の例による。  

 （市民税に関する経過措置）  

第３条  新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３４

条の２及び第３６条２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の

個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。  

２  令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第

３６条の２第１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震

保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額

（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条

の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第２９２条第１

項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該

当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定す

る 寡 夫 で あ る 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 に 係 る も の を 除

く。）」とする。  

第４条  附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の羽生市税条例
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の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の

日（以下この条において「４号施行日」という。）以後に開始する

事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８

号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限

る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下こ

の条において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に

規定する連結子法人（次項において「連結子法人」という。）の連

結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する

連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。）が４号施行日前

に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。  

２  ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業

年度が４号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民

税及び４号施行日前に開始した連結事業年度（４年旧法人税法第１５

条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において

同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始し

た連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前

の例による。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第５条  新条例第７４条の３の規定は、この条例の施行の日以後に、

同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。  

（市たばこ税に関する経過措置）  

第６条  附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は

課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従

前の例による。  

第７条  附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は

課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従

前の例による。  
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  令和２年６月３日提出  

              埼玉県羽生市長  河  田  晃  明  


